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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

投
資
の
自
由
化
、
促
進
及
び
保
護
に
関
す
る
日
本
国
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承

認
を
求
め
る
の
件
（
第
百
六
十
八
回
国
会
閣
条
第
三
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

こ
の
協
定
は
、
我
が
国
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
と
の
間
に
お
い
て
、
投
資
の
自
由
化
、
促
進
及
び
保
護
に
関
す
る
法
的
枠
組
み

の
整
備
を
通
じ
て
両
国
間
の
投
資
の
機
会
を
増
大
さ
せ
、
経
済
関
係
を
一
層
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
二
○
○
七
年
（
平

成
十
九
年
）
六
月
に
東
京
で
署
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
協
定
は
、
前
文
、
本
文
二
十
七
箇
条
及
び
末
文
並
び
に
協
定
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
附
属
書
か
ら
成
り
、
主
な
内
容

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
区
域
内
に
お
い
て
、
投
資
財
産
の
設
立
、
取
得
、
拡
張
、
運
営
、
経
営
、
維
持
、
使
用
、
享

有
、
売
却
そ
の
他
の
処
分
（
以
下
「
投
資
活
動
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
他
方
の
締
約
国
の
投
資
家
及
び
そ
の
投
資
財
産
に

対
し
、
内
国
民
待
遇
及
び
最
恵
国
待
遇
を
与
え
る
。

二
、
い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
国
も
、
他
方
の
締
約
国
の
投
資
家
の
自
国
の
区
域
内
に
お
け
る
投
資
活
動
の
条
件
と
し
て
、
輸
出

要
求
、
現
地
調
達
要
求
等
の
特
定
措
置
の
履
行
要
求
を
課
し
、
又
は
強
制
し
て
は
な
ら
な
い
。
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三
、
附
属
書
Ⅰ
に
記
載
さ
れ
る
中
央
政
府
及
び
地
方
政
府
に
よ
る
現
行
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
内
国
民
待
遇
等
の
義
務
は
課
さ

れ
な
い
一
方
、
現
状
維
持
義
務
が
課
さ
れ
る
。
附
属
書
Ⅱ
に
記
載
さ
れ
る
分
野
等
に
つ
い
て
は
、
内
国
民
待
遇
等
の
義
務
、

現
状
維
持
義
務
の
双
方
が
課
さ
れ
な
い
。
一
方
の
締
約
国
が
附
属
書
Ⅰ
に
記
載
す
る
現
行
の
措
置
を
改
正
し
、
若
し
く
は
修

正
す
る
場
合
又
は
附
属
書
Ⅱ
に
記
載
す
る
分
野
等
に
関
し
て
新
た
な
若
し
く
は
一
層
制
限
的
な
措
置
を
採
用
す
る
場
合
に

は
、
一
定
の
情
報
を
他
方
の
締
約
国
に
対
し
て
通
知
し
、
ま
た
、
他
方
の
締
約
国
に
よ
る
要
請
に
応
じ
て
誠
実
に
協
議
を
行

う
。

四
、
各
締
約
国
政
府
は
、
自
国
の
法
令
に
従
い
、
こ
の
協
定
の
対
象
と
な
る
事
項
に
影
響
を
及
ぼ
す
一
般
に
適
用
さ
れ
る
規
制

を
設
定
等
す
る
前
に
、
公
衆
に
よ
る
意
見
提
出
の
た
め
の
合
理
的
な
機
会
を
与
え
る
よ
う
努
め
る
。

五
、
各
締
約
国
は
、
自
国
の
法
令
に
従
い
、
こ
の
協
定
の
対
象
と
な
る
事
項
に
関
す
る
腐
敗
行
為
を
防
止
す
る
。

六
、
一
方
の
締
約
国
は
、
投
資
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
他
方
の
締
約
国
の
国
籍
を
有
す
る
自
然
人
の
入
国
、
滞
在
及

び
居
住
に
係
る
申
請
に
対
し
、
自
国
の
関
係
法
令
に
従
い
、
好
意
的
な
考
慮
を
払
う
。

七
、
い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
国
も
、
公
共
の
目
的
、
無
差
別
、
迅
速
で
適
当
か
つ
実
効
的
な
補
償
の
支
払
等
の
条
件
を
満
た
さ

な
い
限
り
、
収
用
、
国
有
化
等
を
実
施
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
収
用
、
国
有
化
等
に
伴
う
補
償
は
、
公
正
な
市
場
価
格
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に
相
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
、
一
方
の
締
約
国
は
、
武
力
紛
争
等
の
緊
急
事
態
に
よ
り
自
国
の
区
域
内
に
あ
る
投
資
財
産
に
関
し
て
損
失
等
を
被
っ
た
他

方
の
締
約
国
の
投
資
家
に
対
す
る
原
状
回
復
等
に
関
し
、
内
国
民
待
遇
又
は
最
恵
国
待
遇
の
う
ち
い
ず
れ
か
有
利
な
も
の
よ

り
も
不
利
で
な
い
待
遇
を
与
え
る
。

九
、
一
方
の
締
約
国
又
は
そ
の
指
定
す
る
機
関
に
よ
る
保
険
契
約
等
に
基
づ
く
請
求
権
等
の
代
位
を
承
認
す
る
。

十
、
一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
区
域
に
向
け
た
又
は
自
国
の
区
域
か
ら
の
す
べ
て
の
資
金
の
移
転
で
あ
っ
て
、
他
方
の
締
約

国
の
投
資
家
の
投
資
財
産
に
関
連
す
る
も
の
が
、
遅
滞
な
く
、
か
つ
、
自
由
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

十
一
、
一
方
の
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
の
解
釈
及
び
実
施
に
関
す
る
両
締
約
国
間
の
紛
争
で
あ
っ
て
、
外
交
交
渉
に
よ
っ
て
も

解
決
で
き
な
か
っ
た
も
の
は
、
仲
裁
委
員
会
に
付
託
す
る
。

十
二
、
一
方
の
締
約
国
と
他
方
の
締
約
国
の
投
資
家
と
の
間
の
投
資
紛
争
が
協
議
又
は
交
渉
に
よ
り
解
決
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、

当
該
投
資
紛
争
は
、
国
家
と
他
の
国
家
の
国
民
と
の
間
の
投
資
紛
争
の
解
決
に
関
す
る
条
約
に
よ
る
調
停
又
は
仲
裁
、
投
資

紛
争
解
決
国
際
セ
ン
タ
ー
に
係
る
追
加
的
な
制
度
に
つ
い
て
の
規
則
に
よ
る
調
停
又
は
仲
裁
、
国
際
連
合
国
際
商
取
引
法
委

員
会
の
仲
裁
規
則
に
よ
る
仲
裁
等
の
い
ず
れ
か
に
付
託
さ
れ
る
。
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十
三
、
い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
国
際
収
支
及
び
対
外
支
払
に
関
し
て
重
大
な
困
難
が
生
ず
る
場
合
又
は
資
金
の
移
転
が
経
済
全

般
の
運
営
に
重
大
な
困
難
を
も
た
ら
す
場
合
等
に
は
、
前
記
一
（
投
資
活
動
に
関
す
る
内
国
民
待
遇
）
の
義
務
で
あ
っ
て
国

境
を
越
え
る
資
本
取
引
に
係
る
も
の
及
び
前
記
十
（
送
金
の
自
由
）
の
義
務
に
適
合
し
な
い
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

十
四
、
こ
の
協
定
の
い
か
な
る
規
定
も
、
両
締
約
国
が
締
結
し
て
い
る
知
的
財
産
権
の
保
護
に
関
す
る
多
数
国
間
協
定
に
基
づ

く
権
利
を
害
し
、
及
び
義
務
を
免
れ
さ
せ
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
が
締
結
し
て
い
る
知

的
財
産
権
の
保
護
に
関
す
る
多
数
国
間
協
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
一
方
の
締
約
国
が
当
該
協
定
に
基
づ
き
第
三
国
の
投
資
家

及
び
そ
の
投
資
財
産
に
与
え
て
い
る
待
遇
を
他
方
の
締
約
国
の
投
資
家
及
び
そ
の
投
資
財
産
に
与
え
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る

も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

十
五
、
両
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
合
同
委
員
会
を
設
置
す
る
。

十
六
、
こ
の
協
定
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
に
必
要
な
国
内
法
上
の
手
続
が
完
了
し
た
旨
を
通
告
す
る
外
交
上
の
公
文
の
交

換
の
日
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
じ
、
十
年
の
期
間
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
協
定
の
終
了
の
日
の
前
に
取
得
さ
れ
た

投
資
財
産
に
関
し
て
は
、
こ
の
協
定
の
規
定
は
、
協
定
の
終
了
の
日
か
ら
更
に
十
年
の
期
間
引
き
続
き
効
力
を
有
す
る
。


